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平成２８年７月１９日判決言渡し 同日原本交付 裁判所書記官 

 著作権侵害差止等請求事件 

口頭弁論終結日 平成２８年５月１７日 

判 決 

 

原       告     Ｐ        １   

同訴訟代理人弁護士     升  本  喜  郎 

同             金  子  剛  大 

同             畠  山  大  志 

同             井  上  貴  宏 

同訴訟復代理人弁護士    稲  垣  勝  之 

 

被       告     Ｐ        ２ 

同訴訟代理人弁護士     市  木  重  夫 

同             松  村  美  之 

主 文 

１ 被告は，別紙絵画目録記載(1),(4)の絵画を展示し，又は譲渡してはならな

い。 

２ 被告は，別紙絵画目録記載(1),(4)の絵画を廃棄せよ。 

３ 被告は，原告に対し，４０万円及びこれに対する平成２６年４月９日から支

払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

４ 原告のその余の請求を棄却する。 

５ 訴訟費用はこれを１００分し，その９６を原告の負担とし，その余を被告の

負担とする。 

６ この判決は，第１項及び第３項に限り，仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由 
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第１ 請求 

１ 被告は，別紙写真目録記載の写真を，日本画，水彩画等の絵画に翻案し，そ

れら絵画を展示し，又は譲渡してはならない。 

２ 被告は，別紙絵画目録記載の絵画を展示し，又は譲渡してはならない。 

３ 被告は，別紙絵画目録記載の絵画を廃棄せよ。 

４ 被告は，原告に対し，１９８０万円及びこれに対する平成２６年４月９日か

ら支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

本件は，日本画家である原告が，同人の撮影した舞妓の写真を利用して日本画を

制作し，その日本画を展覧会に出展した日本画家である被告に対し，著作権(翻案

権，展示権)及び著作者人格権（同一性保持権，公表権）侵害を理由として侵害行

為の差止等（翻案権及び同一性保持権に基づく写真の翻案の差止請求，展示権及び

公表権に基づく絵画の展示，譲渡の差止請求及び廃棄請求）を求めるとともに，不

法行為に基づく損害賠償として合計１９８０万円（著作権侵害を理由とする損害１

５００万円，著作者人格権侵害を理由とする損害３００万円，弁護士費用相当の損

害１８０万円）及びこれに対する不法行為の後の日である平成２６年４月９日から

支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 

２ 判断の基礎となる事実（当事者間に争いがない事実並びに後掲の証拠及び弁

論の全趣旨により認定できる事実） 

(1) 当事者等 

ア 原告は，主に舞妓をモデルにした絵画を制作する日本画家である。 

イ 被告は，日本画家であり，Ｓ１を主催するＳ２の審査員，評議員を務めたこ

とがあり，また，原告との間で本件紛争が起きるまで芸術大学の教授も務めていた

者である（甲１）。 

ウ Ｐ３（昭和２年生まれ）は日本画家であり，Ｓ２の会員である。 
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(2) 舞妓の写生会 

ア Ｐ３を含む４，５人の画家仲間は，平成１０年頃から，月１回程度の頻度で，

京都市の祇園の茶屋の一室を貸し切り，そこにモデルとなる舞妓を招いた上，毎回

約４時間をかけて，舞妓に踊ってもらったり適宜指示したポーズをとってもらった

りして，絵画制作に用いるためデッサンをしたり，写真撮影をしたりしていた（以

下，これを「本件写生会」という。）。原告は，平成２１年１月から本件写生会に

参加するようになった。 

イ 別紙写真目録記載の各写真が撮影された本件写生会の開催日及びその会の参

加者は以下のとおりである。 

(ｱ) 別紙写真目録記載(1)の写真（以下「本件写真①」という。） 

開催日    平成２３年１月７日（以下「本件写生会①」という。） 

参加者    原告，Ｐ４，Ｐ５，Ｐ６及びＰ７ 

(ｲ) 別紙写真目録記載(2)の写真（以下「本件写真②」という。） 

開催日    平成２３年２月１１日（以下「本件写生会②」という。） 

参加者    原告，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５，Ｐ６及びＰ７ 

(ｳ) 別紙写真目録記載(3)の写真（以下「本件写真③」といい，本件写真①ない

し③を併せて「本件写真」ということがある。） 

開催日    平成２３年５月１０日（以下「本件写生会③」という。） 

参加者    原告，Ｐ５及びＰ８ 

ウ 原告は，本件写生会以外にも，Ｐ３，被告も参加している同様の写生会であ

るＳ３（以下「本件写生会」と併せて「舞妓写生会」という。）に参加して，日本

画の題材とするための舞妓の写真撮影をしていた。 

エ 原告は，舞妓写生会に参加する際には，一眼レフカメラ２台や予備のレンズ

（５０ミリの単焦点レンズ）のほか，撮影用ライト（約１メートル四方の蛍光灯や

ＬＥＤライト），反射板といった器材を持ち込んで本格的な写真撮影をしていた。

そして，舞妓写生会において撮影した舞妓の写真データを，ソフトウエアを用いて
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加工したりした上で，これを模写する方法で絵画制作を行っている。 

(3) 本件写真が原告からＰ３に交付された経緯 

ア 原告は，高齢で眼病を患ったＰ３の絵画制作を援助するため，その撮影した

写真を拡大して見やすいよう加工して提供することがあった。そして，そのような

中には，舞妓写生会において，Ｐ３の求めに応じて，Ｐ３が指示する舞妓のポーズ

を撮影し，その写真をＰ３に提供することもあった。なお，Ｐ３は，デッサンを中

心に舞妓の絵画を制作していたもので，写真は，動きのあるポーズや細部を確認す

る参考資料とするため利用するにとどめ，その完成した絵画作品は，写真に由来す

ることが看取できる部分があるけれども，写真がそのまま利用されているとは見え

ないものであった（甲２１の１，甲２２の１，原告本人）。 

イ 原告は，平成２３年１月７日の本件写生会①に参加し写真撮影をしたが，そ

の会には，参加予定であったＰ３が，けがのため急に参加できなくなっていた。原

告は，Ｐ３が本件写生会①を楽しみにしていたことから，静止したポーズの写真で

ある本件写真①を特段の加工をすることなくＰ３に郵送して交付した(原告本人)。 

ウ 原告は，平成２３年２月１１日の本件写生会②に参加し写真撮影をした。そ

の会にはＰ３も参加し，写真撮影もしていた。しかし，Ｐ３の撮影した写真等では

モデルの舞妓の着物や髪飾りの柄や形状等の細部が見えづらいことから，原告は，

Ｐ３から拡大した舞妓の写真が欲しいと依頼され，これを受けてソフトウエアを利

用して，舞の途中を連写した写真の一枚である本件写真②を，Ａ３サイズを縦に２

つつなげたサイズに拡大加工した上で，これをＰ３に交付した(原告本人)。 

エ 原告は，平成２３年５月１０日の本件写生会③に参加し写真撮影をした。そ

の会にＰ３は参加していなかったが，原告は，Ｐ３から制作の参考のために舞を踊

っている舞妓の写真が欲しいと依頼され，舞の途中を連写した写真の一枚である本

件写真③をＡ３ノビサイズに拡大加工した上でＰ３に交付した (原告本人)。 

オ 本件写真は，いずれも公表されていないものである。 

(4) 本件写真がＰ３から被告に交付された経緯 
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ア Ｐ３は，絵画制作の参考資料のために本件写真①ないし③を含む原告撮影の

写真１１４枚のほか写真合計約３００枚を保存していた。 

イ Ｐ３は，かねてから眼病を患っていたが，平成２４年には，いよいよ絵画制

作が困難になって絵画制作を止めることとした。そこで，不要となった上記保存し

ていた写真を被告に提供することとし，最初は，同年８月頃に，被告に対して３０

枚ないし４０枚の写真を郵送し，そして平成２５年６月頃にも，Ｐ３のアトリエで

残りの写真を被告に直接手渡して交付した（乙１６，被告本人）。 

(5) 被告による本件写真を用いた絵画制作及び展示 

ア 被告は，本件写真①に依拠して別紙絵画目録記載(1)の絵画（以下「本件絵

画①」という。）を，本件写真②に依拠して別紙絵画目録記載(2)の絵画（以下

「本件絵画②」という。）を，本件写真③に依拠して別紙絵画目録記載(3)及び(4)

の絵画（以下，それぞれ「本件絵画③」，「本件絵画④」といい，本件絵画①ない

し④を併せて「本件絵画」ということがある。）を制作した。なお，本件絵画①な

いし③の絵のサイズは１０号程度であり，本件絵画④のサイズは２０号である。 

イ 本件絵画①ないし③は，別紙展覧会目録記載の展覧会番号①の被告の個展に

他の作品４７点と一緒に展示され，本件絵画④は，別紙展覧会目録記載のとおり，

４か所の百貨店で巡回して開催されたＳ４に展示された。 

ウ 本件絵画①ないし③は，販売価額をおよそ１７万円と設定され，そのうち本

件絵画②，③は，上記個展の機会に，いずれも１７万円で販売された。なお，同個

展において販売された作品は，展示作品５０点中１１点であるが，そのうち２点が

本件絵画②，③である。本件絵画①，④については，販売されていない。 

３ 争点 

(1) 本件写真の著作物性及び著作権の帰属主体 

(2) 被告の本件絵画の制作行為等は，本件写真の著作権及び著作者人格権を侵害

する行為であるか。 

(3) 原告が被告に対して著作権及び著作者人格権を行使することを妨げる事由は
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あるか。 

(4) 被告は本件写真の著作権及び著作者人格権侵害について故意又は過失がある

か。 

(5) 原告の受けた損害の額 

第３ 争点に関する当事者の主張 

１ 争点(1)（本件写真の著作物性及び著作権の帰属主体）について 

 (原告の主張) 

(1) 本件写真は，いずれも原告が，Ｐ３を除く本件写生会メンバーの意見も聞き

ながら，自ら被写体（舞妓やその舞妓が着用する着物，髪飾り等）の選択を行った

上で，自ら制作する日本画の題材とする目的で，自身の感性に従って，被写体の位

置・構図等を工夫しながら，舞妓のポーズや着物の袖や裾の流れ具合を調整し（本

件写真①），あるいは，舞妓が舞の最中，シャッターチャンスを窺い，イメージに

あうタイミングで（本件写真②，③），撮影したものである。しかも，本件写真は，

原告が，一眼レフカメラ２台に加え，予備のレンズ（５０ミリの単焦点レンズ）や

撮影用ライト（約１メートル四方の蛍光灯やＬＥＤライト），反射板といったプロ

の写真家が用いるような器材を用いて，カメラの高さや明暗（ＩＳＯ感度），シャ

ッタースピード，光の種類（自然光か撮影用ライトか）にまで気を配って撮影した

ものである。 

本件写真は，その随所に創作性が発揮されているのであるから，高度な美的価値

と希少性を備えた一つの芸術作品というべきものであって，著作物に当たり，その

著作権は，本件写真の撮影者である原告に帰属する。 

(2) 被告は，本件写真が著作物であることを争い，あるいは本件写真の著作者は

原告ではない（又はＰ３である）旨を縷々主張するが，本件写真が著作物足り得る

ことは上記（1）のとおりであるし，そもそもＰ３は，本件写真①を撮影した本件

写生会①，及び本件写真③を撮影した本件写生会③に出席すらしていないから，そ

の著作者であるはずがない。Ｐ３が出席した本件写生会②において撮影された本件
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写真②についても，これが舞の最中に撮影されたものであることからすれば，Ｐ３

が，自らの創作意図を実現すべく，原告に対して，被写体の選択から撮影に係る構

図等撮影作業の細部に至るまで指示を出し，原告をいわば自己の手足として利用し

て撮影することなど物理的に不可能である以上，本件写真の著作者がＰ３であると

解する余地はない。 

（被告の主張） 

(1) 本件写真は創作的表現ではないので著作物ではない。 

 著作物は「原告が思想又は感情を創作的に表現した」ものでなければならないが，

本件写生会においては，本件写生会の参加者が，こもごも舞妓にポーズを指示した

り，舞妓がポーズを工夫したりなどしており，それらのポーズからなる舞妓の影像

は全参加者の共有であって，原告個人が創意工夫したものとはいえないから，その

写真に著作物性はない。 

(2) 仮に著作物に当たるとした場合，その著作権はＰ３に原始的に帰属するとい

うべきである。すなわち，原告が本件写生会で写真を撮影して，これをＰ３の「制

作目的」のために渡す場合は以下のとおりである。 

Ａ Ｐ３が「このポーズを撮ってくれと言って指示」したとき（Ｗ写真）（甲２

２の２の写真） 

Ｂ 「踊り」で概括的に，又は包括的に原告らにポーズを任せて依頼したとき

（本件写真②） 

Ｃ 原告らが撮影中に，Ｐ３が「今，撮っているポーズを自分にも欲しい」と指

示したとき（本件写真②） 

Ｄ 写生会で原告らが撮影直後に，又は次の写生会などで，原告らが撮った写真

を（前回写生会出席の）Ｐ３に見せた時に，Ｐ３が「このポーズが欲しい」と言っ

たとき 

Ｅ Ｐ３の写生会の欠席を補う必要から，欠席の「静止ポーズ」や「踊り」のう

ち，Ｐ３が制作に良いと思う適当な写真を，Ｐ３が原告らに任せて依頼したとき」



 

8 

（「本件写真①」と「本件写真③」） 

本件写真②は，前記Ｂ及びＣの場合に該当するが，これらの場合，Ｐ３が絵画制

作に用いる目的で自ら指示したポーズを，原告がＰ３に代わって撮影したというこ

とになり，その写真の影像の権利はＰ３に帰属する。 

また，本件写真①は本件写生会①において，本件写真③は本件写生会③において

撮影されたもので，いずれの撮影会でもＰ３は不在であり，上記Ｅの場合に当たる

が，Ｐ３が同写生会に不在であった理由に鑑みれば，Ｄの場合と同視すべきであり，

やはり，写真の影像の権利はＰ３に帰属する。 

(3) 仮に原告に著作権が認められるとしても，本件写真は，いずれも，舞妓のポ

ーズやシャッターチャンスについて，Ｐ３の指示のもとに原告が撮影したものであ

るから，原告とＰ３との共同著作であり，著作権は準共有となる。 

２ 争点（2）（被告の本件絵画の制作行為等は，本件写真の著作権及び著作者

人格権を侵害する行為であるか。）について 

（原告の主張） 

被告は，本件写真に依拠して本件絵画をそれぞれ制作しており，その結果，本件

絵画は，被写体となる舞妓の表情やポーズ，髪飾り，着物や扇子の模様，着物の袖

や裾の流れ具合，背面の帯の見え方，カメラアングル等の細部に至るまで完全に一

致又は酷似しており，本件絵画から本件写真の表現上の本質的な特徴を直接感得す

ることができる。したがって，本件写真に依拠して本件絵画を制作した被告の行為

は，本件写真の「翻案」に該当し，原告の本件写真に係る翻案権（著作権法２７条）

を侵害する行為である。 

また，被告が本件写真に依拠して本件絵画を制作した行為は，本件写真の著作物

についての原告の意に反する変更その他の改変に該当し，原告の本件写真に係る同

一性保持権（同法２０条１項）を侵害する行為であり，被告が本件絵画を展覧会に

出展した行為は，原告の本件絵画に係る展示権（同法２８条，２５条）及び公表権

（同法１８条１項後段）を侵害する行為である。 
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（被告の主張） 

 争う。 

３ 争点(3)（原告が被告に対して著作権及び著作者人格権を行使することを妨げ

る事由はあるか）について 

（被告の主張） 

(1) 本件写真が原告にとって利用価値がある写真なら，原告は当然に手許に残し

たはずであるが，Ｐ３に提供したというのであるから，その時点で，本件写真の著

作権を放棄したとみるべきである。 

(2) 仮に原告が著作権を放棄していないとしても，原告は，Ｐ３に対して，本件

写真のポーズ等そのままを日本画にしてはならないという法的な制限を加えておら

ず，そもそも，現実に芸術家として活動していたＰ３に対し，法的な制限を強制で

きる立場にはない。舞妓の髪型や着物の図柄等だけを使用しても，作品の制作に生

かすことはできないから，原告はＰ３に対して，本件写真の構図や舞妓のポーズも

含めた全体を参考に日本画を制作することを許諾したものである。そして，被告は，

本件写真を参考にして作品を制作するに当たっては，その都度Ｐ３の承諾を得て，

すなわち本件写真の著作権者であるＰ３から複製及び翻案の許諾を得ていたもので

ある。 

(3) 本件写生会の各会員は，自由と平等な立場なので，互いに著作権を主張しあ

う関係になく，原告は，本件写真をＰ３に交付したのであるから，本件写真につい

て権利行使することは信義則上許されない。  

（原告の主張） 

(1) 原告は，単にＰ３が出席できなかった本件写生会①における黒紋付姿の舞妓

の写真をＰ３に見せる趣旨で（本件写真①），あるいは，目を患ったＰ３が日本画

制作において細部等を確認する際の一助となればよいという趣旨で（本件写真②及

び③），純粋に厚意で本件写真をＰ３に交付したにすぎず，自らの著作権を放棄し

たわけではない。 
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また原告は，本件写真と同様の絵画の制作を許容する趣旨で本件写真をＰ３に交

付したわけではなく，ましてや，本件写真が本件写生会の会員ですらない被告の手

に渡ることや，さらに被告によって本件写真と同様の絵画が制作されることなど全

く想定していなかったから，被告による本件絵画の制作を許容していなかったこと

は明らかで，許諾を得たという主張は失当である。 

(2) 原告が本件写真について権利行使することが信義則上許されない旨の原告

主張は争う。 

４ 争点(4)（被告は本件写真の著作権及び著作者人格権侵害について故意又は過

失があるか。）について 

 （原告の主張） 

原告がＰ３の絵画制作に協力しており，見やすいように拡大した写真を渡してい

ることは，遅くとも平成２４年１月頃までには舞妓写生会の会員間では知られた事

実となっていたところ，本件写真②，③はそれぞれ拡大された写真であったこと，

またＰ３は被告に対し，交付した写真の中に原告の写真が含まれていると伝えてい

たことからすれば，被告は，①本件写真が原告により撮影されたものであること

（少なくともＰ３により撮影されたものでないこと）及び②原告（少なくとも本件

写真の撮影者）から本件写真に基づいて絵画を制作することの許諾を得ていないこ

とを認識していたことは明らかであり，それにもかかわらず，あえて本件写真から

本件絵画を制作したのであるから，被告には故意，しかも確定的故意があったとい

える。 

 また，そうでなくとも被告は，写真提供者であるＰ３とは別に本件写真の撮影者

がいることを明確に認識しながらも，著作権者に対する確認作業を一切行っていな

い以上，被告に過失があることは明らかである。 

（被告の主張） 

被告は，平成２４年８月頃と平成２５年６月７日の２回にわたって，多数の写真

をＰ３から譲り受けたが，それら写真には日付や撮影者が記載されておらず，Ｐ３
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からは何の説明や注意もなかったので，これらの写真の中に原告が撮影した写真が

あることを知らなかった。 

さらに，別紙展覧会目録②－１の展覧会の際，被告はＰ３に対し，本件絵画④に

ついて，「今回の作品は，先生からいただいた写真を参考にさせてもらって描いて

います。」と話したところ，Ｐ３は「ああそうか。」と言った程度であり，本件写

真③から本件絵画④が制作されていることを特に問題としなかった。 

したがって，被告は「（Ｐ３から贈与を受けた）写真は元々からＰ３が独自に取

得したＰ３のものであって，自分もＰ３と同様に，これらの写真をもとに自由に描

けるもの」と信じていたのであり，著作権侵害及び著作者人格権侵害につき故意は

ないことはもとより，過失もない。 

５ 争点(5)（原告の受けた損害の額）について 

（原告の主張） 

(1) 著作権侵害により生じた損害  １５００万円 

原告が制作する絵画１枚の価格は２５０万円であり，原告は１枚の写真から２枚

絵画を制作することもあった。原告は，本件写真①ないし③を用いた絵画制作に取

りかかっており，本件写真①については，既に購入予定者も決定していた。 

それにもかかわらず，被告が本件写真を翻案して本件絵画を制作し，これを展示

したという翻案権侵害，展示権侵害の行為により，原告は，本件写真を模写した絵

画を制作することができなくなり，絵画を制作し販売して得られたはずの利益を得

られなくなった。 

したがって，本件写真の著作権（翻案権，展示権）侵害により原告に生じた損害

は，合計１５００万円である。 

（計算式） 

２５０万円×３（本件写真①ないし③）×２枚(各制作枚数)＝１５００万円 

(2) 著作者人格権侵害を理由とする慰謝料  ３００万円 

 原告は，多大な労力をかけて本件写真を撮影しており，その後，自ら本件写真を
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もとに制作した日本画を個展等で公表することを予定していたにもかかわらず，被

告が本件写真を無断利用して本件写真の舞妓のシルエットや背景等の細部について

原告の意に反する形で変更を加えて本件絵画を制作し，これを公表した。 

 以上のような被告の行為は，同一性保持権，公表権という著作者人格権を侵害す

る行為であり，これにより原告は多大な精神的苦痛を被ったものであって，その精

神的損害を慰謝するに足りる慰謝料の額は３００万円を下らない。 

(3) 弁護士費用相当の損害額  １８０万円 

(4) 被告の過失相殺の主張は争う。 

(被告の主張) 

(1) 原告の主張する損害の額はいずれも争う。原告に生じた損害の額は，本件写

真そのものの経済的価値に基づき算定されるべきである。 

(2) 仮に被告に損害賠償責任があるとしても，原告は本件写真に権利があること

を客観的に表示しないままＰ３に多くの写真を交付し，何年もの間返還を求めるこ

ともなかったのであるから，被告が本件写真の著作権侵害に及んだ結果について原

告にも相当の過失があるというべきであり，その点は，損害賠償の額を定めるに当

たり考慮されるべきである。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 争点(1)（本件写真の著作物性及び著作権の帰属主体）について 

(1) 本件写真が原告撮影に係る写真であることは当事者間に争いがないが，被告

は，本件写真の著作物性を否認するとともに，著作物性が認められたとしても，原

告が著作権者ではないとして争っている。 

ところで写真が著作物として認められ得るのは，被写体の選択，シャッターチャ

ンス，シャッタースピードの設定，アングル，ライティング，構図・トリミング，

レンズの選択等により，写真の中に撮影者の思想又は感情が表現されているからで

あり，したがって写真は，原則として，その撮影者が著作者であり，著作権者とな

るというべきことになる。 



 

13 

(2) これにより本件について見ると，本件写真①は，舞のポーズをとった舞妓を，

やや斜め左前の位置で，舞妓をごく僅かに見上げる高さから撮影したものであるが，

舞を踊るポーズを取る舞妓の表情及び全身を捉える撮影位置，撮影アングル，構図

を選択したのは撮影者の原告であり，本件写真①は，このことにより撮影者である

原告の思想又は感情が創作的に表現されているといえるから，これによりその著作

物性が肯定され得る。 

 本件写真②は，黒髪の舞を踊る最中の舞妓を，ほぼ正面の位置で，舞妓とほぼ同

じ目の高さから連写の方法で撮影したものであるが，舞の最中の舞妓が視線を落と

した一瞬を切り取り，舞妓を正面からほぼ同じ目の高さで撮影するという，撮影位

置，撮影タイミング及び撮影アングルを選択したのは撮影者の原告であり，本件写

真②は，このことにより，撮影者である原告の思想又は感情が創作的に表現されて

いるといえるから，これによりその著作物性が肯定され得る。 

 本件写真③は，舞を踊る最中，座った姿勢となった舞妓を，舞妓の左正面約４５

度の方向から，座った姿勢の舞妓とほぼ同じ目の高さで撮影したものであるが，舞

を踊る舞妓が座った一瞬を切り取り，これを斜めの位置からほぼ同じ目の高さから

撮影するという，撮影のタイミング及び撮影位置，撮影アングルを選択したのは撮

影者の原告であり，本件写真③は，このことにより撮影者である原告の思想又は感

情が創作的に表現されているといえるから，これによりその著作物性が肯定され得

る。 

 したがって，本件写真は，いずれも著作物足り得るものであり，撮影者，すなわ

ち著作者である原告が，著作権者であると認められる。 

 (3)ア 被告は，上記第３の１（被告の主張）のとおり主張して本件写真が著作

物であることを否認する。被告の主張は，被写体である舞妓の影像が本件写生会の

会員全員の共有であるなどと主張して，同じ舞妓のポーズを皆が撮影する限り，

個々人が撮影した写真に創作性が生じないように主張する。 

しかし，同じ舞妓の同じポーズを被写体として複数の者が同時に撮影するにして
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も，そのポーズをとった舞妓をいかなる撮影方向，アングル，構図で捉えるかなど

の点で写真には撮影者の個性が現れ得るから，個々人の撮影した写真それぞれが著

作物足り得ることは明らかであって，これに反する被告の主張は失当である。 

イ また被告は本件写真が著作物とするなら，その著作権が原始的に帰属するの

は，Ｐ３であると主張するが，そもそもＰ３は本件写真①，③の撮影時にその場に

居合わせていないのであるから，それら写真についてＰ３の創作行為を観念する余

地はない。また本件写真②の撮影の場には居合わせているけれども，撮影位置，撮

影タイミング及び撮影アングルの選択など具体的撮影行為をしたのが原告である以

上，Ｐ３が本件写真②の創作行為に関与したということはできず，いずれにせよ，

被告の主張は，準共有となる旨の主張を含めて採用の余地がない。 

ウ なお被告の主張は，上記ア，イで検討した点を含めＰ３が被写体となる舞妓

にポーズの指示をしたことが写真の創作であるとの前提で主張するものと理解され

るが，芸術作品の題材足り得る舞妓の姿（ポーズ）の美しさは舞妓自身の修練の結

果身に着けた所作に由来するものであって，Ｐ３がポーズについて何らかの指示を

与えたとしても，絵画の題材足り得る舞妓のポーズを創作したものといえないし，

また他の写生会の参加者もそうである。またそもそも，写真の著作物性は上記のと

おり撮影方法における撮影者の創作性に由来するのであって，被写体そのものの創

作性に由来するものではないから，いずれにせよ，被告の主張は失当である。 

２ 争点(2)（被告の本件絵画の制作行為等は，本件写真の著作権及び著作者人

格権を侵害する行為であるか。）について 

(1) 翻案権侵害について 

ア 本件写真①について 

被告が，本件写真①に依拠して本件絵画①を制作したことは当事者間に争いがな

いところ，本件写真①と本件絵画①とを対比すると，本件絵画①は，その全体的構

成が本件写真①の構図と同一であり，本件写真①の被写体となっている舞妓を模写

したと一見して分かる舞妓を本件写真①の撮影方法と同じく，正面の全く同じ位置，



 

15 

高さから見える姿を同じ構図で描いていることで本件写真①の本質的特徴を維持し

ているが，その背景を淡い単色だけとし，さらに舞妓の姿が全体的に平面的で淡い

印象を受ける日本画として描かれることにより創作的な表現が新たに加えられたも

のであるから，これに接する者が本件写真①の表現上の本質的な特徴を直接感得す

ることのできる別の著作物が創作されたものとして，本件写真①を翻案したものと

いうことができる。 

したがって，被告による本件絵画①の制作行為は，原告の本件写真①に係る翻案

権を侵害する行為である。 

イ 本件写真②について 

被告が，本件写真②に依拠して本件絵画②を制作したことは当事者間に争いがな

いところ，本件写真②と本件絵画②とを対比すると，本件絵画②は，その全体的構

成は本件写真②の構図と同一であり，本件写真②の被写体となっている舞妓を模写

したと一見して分かる舞妓を本件写真②の撮影方法と同じく，正面の全く同じ位置，

高さから見える姿を同じ構図で描いていることで本件写真②の本質的特徴を維持し

ているが，その背景を淡い単色だけとし，さらに舞妓の姿が全体的に平面的で淡い

印象を受ける日本画として描かれることにより創作的な表現が新たに加えられたも

のであるから，これに接する者が本件写真②の表現上の本質的な特徴を直接感得す

ることのできる別の著作物が創作されたものとして，本件写真②を翻案したものと

いうことができる。 

したがって，被告による本件絵画②の制作行為は，原告の本件写真②に係る翻案

権を侵害する行為である。 

ウ 本件写真③について 

被告が，本件写真③に依拠して本件絵画③，④を制作したことは当事者間に争い

がないところ，本件写真③と本件絵画③，④とを対比すると，本件絵画③，④は，

いずれともその全体的構成は本件写真③の構図と同一であり，本件写真③の被写体

となっている舞妓を模写したと一見して分かる舞妓を本件写真③の撮影方法と同じ
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く，正面斜め前の全く同じ位置，高さから見える舞妓の姿を同じ構図で描いている

ことで本件写真③の本質的特徴を維持しているが，本件絵画③は，これに背景色に

明るい単色を用い，さらに舞妓の姿も本件写真③よりも明るく淡い雰囲気となるよ

う表現した日本画として描かれることにより，また本件絵画④は，本件絵画③とは

異なり背景色に暗い色を用い，さらに舞妓の着物の色を本件写真③とは異なる青味

のものとした上，その輪郭をぼかして淡く光るように描くことで，背景から舞妓の

姿を浮かびあがらせるよう表現した日本画として描かれることにより，それぞれ創

作的な表現が新たに加えられたものであるから，これらに接する者がいずれも本件

写真③の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物が創作され

たものとして，本件写真③を翻案したものということができる。 

したがって，被告による本件絵画③，④の制作行為は，原告の本件写真③に係る

翻案権を侵害する行為である。 

(2) 展示権侵害について 

本件写真は，いずれも発行されていない写真であるから，著作者である原告は展

示権を専有する。 

そして，上記(1)認定のとおり，本件絵画は，いずれも本件写真を翻案して制作

された本件写真の二次的著作物に当たるから，原告は，二次的著作物である本件絵

画についても展示権を専有するところ，前記第２の２記載のとおり，被告は，本件

絵画を，不特定多数人が訪れる展覧会に出展して展示したというのである。 

したがって，被告の本件絵画展示行為は，原告の本件絵画に係る展示権を侵害す

る行為である。 

(3) 同一性保持権侵害について 

本件絵画は，前記(1)認定のとおり，それぞれに対応する本件写真との相違点が

あるから，被告は，本件写真の表現を改変したものというべきである。 

そして，原告が，被告に対して本件写真を利用した絵画の制作を許諾していなか

ったことは，後記３(2)のとおりであるから，被告による本件写真の上記改変は著
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作者である原告の意に反するものというべきである。 

したがって，被告の本件絵画制作行為は，原告の本件写真に係る同一性保持権を

侵害する行為である。 

(4) 公表権侵害について 

 本件写真は，いずれも公表されていない写真であるから，本件写真の著作者であ

る原告は，公表権を有する。 

そして，上記(1)のとおり，本件絵画は，いずれも本件写真を翻案して制作され

た本件写真の二次的著作物に当たるから，原告は，その二次的著作物である本件絵

画についても公表権を有するところ，被告は，本件絵画を不特定多数人が訪れる別

紙展覧会目録記載の各展覧会に出展し，公表したというのである。 

したがって，被告の本件絵画公表行為は，原告の本件絵画に係る公表権を侵害す

る行為である。 

３ 争点(3)（原告が被告に対して著作権及び著作者人格権を行使することを妨

げる事由はあるか。）について 

 (1) 被告は，原告がＰ３に本件写真を交付することによりその著作権を放棄した

旨主張する。 

しかし，そのことを直ちに認め得る証拠はないことはもとより，証拠（甲２１，

甲２２（いずれも枝番号を含む），原告本人）によれば，原告がＰ３に対して本件

写真を含む写真を多数交付したのは目を患っているＰ３の絵画制作を援助するため

という人的関係に基づくものであって，その写真がＰ３から第三者に交付され利用

されることは予定されていなかったこと，そもそもＰ３は写真を模写したような絵

画を制作するわけではなく，ただ絵画制作時の参考資料として利用するにすぎない

こともあって，その当時，原告とＰ３の間で本件写真の利用に伴う著作権に及ぼす

影響が明確に意識されていなかったものと推認されることなどからすると，原告が

本件写真をＰ３に交付するに伴い，本件写真の利用につき原告が一切異議を述べる

ことができなくなるような効果をもたらす著作権放棄を黙示的にしたものと認める
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こともできない。 

(2) 被告は，原告がＰ３に本件写真の利用を許諾しており，被告は，Ｐ３から本

件写真の利用の許諾を得ているから，被告の行為は著作権侵害にならないように主

張する。 

しかし，原告がＰ３に対して本件写真を交付した経緯が上記(1)で認定したとお

りである以上，原告がＰ３に対して，その限度で著作権の利用を許諾していたとし

ても，これを超えてＰ３に再許諾権を与えること，すなわち，Ｐ３が，それら写真

を第三者の絵画制作に利用のため第三者に提供することまで許諾していたとは認め

られない。 

したがって，Ｐ３が被告に対し，本件写真を絵画制作に利用させることを目的と

して利用方法について特段の注意することなく交付し，法的には本件写真の利用を

許諾したと解され得たとしても，そもそもＰ３にはその権原がないので，被告は，

Ｐ３からの利用許諾をもって原告には対抗できないというべきである。 

(3) 被告は，本件写生会の各会員は，自由と平等な立場なので，互いに著作権を

主張しあう関係になく，原告は，本件写真をＰ３に交付したのであるから，本件写

真について権利行使することは信義則上，許されない旨主張する。 

確かに証拠（被告本人）及び弁論の全趣旨によれば，舞妓写生会は，いずれも，

舞妓をモデルに絵画を制作する画家の集まりであって，その最中は，各自がさまざ

まな形で舞妓にポーズの指示を出したりして，自由にデッサンや写真撮影をしてい

たものであり，その費用も参加者が均等割りで２万円程度負担し，また会終了後に

食事会が行われるなど，会は会員の親睦関係の上に成り立っていて，会員は被告の

いうように自由で平等な関係であったといえる。 

しかし，舞妓写生会に参加する会員間の人間関係がそうであったとしても，その

ことが，舞妓写生会における創作活動によって個々人が有することになる著作権の

行使を妨げられるべき事情になるとはいえないし，また原告がＰ３に写真を交付す

ることによって著作権を放棄したりしたわけではないことは上記(1)のとおりであ
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るから，仮に原告がＰ３に対して本件写真利用に関する何らかの許諾を与えていた

としても，原告の被告に対する著作権行使の妨げになるとはいえず，被告の上記主

張は採用できない。 

４ 差止請求及び廃棄請求の成否についての判断のまとめ  

(1) 請求の趣旨第１項に係る請求について 

被告は，本件写真についての著作権及び著作者人格権侵害となる行為をしたもの

であるが，本件写真をいずれも原告に既に返却しているし，後記のとおり，その保

管している本件絵画①，④については展示等のおそれがあるとして廃棄を命じる以

上，被告が法的主張として著作権侵害を争っていたとしても，今後，新たに本件写

真を翻案して，あるいは本件絵画①，④を複製して絵画制作をしたりするおそれが

あるとまでは認められないから，さらにその制作作品を展示したり譲渡したりする

おそれもあると認めることはできない。 

したがって，請求の趣旨第１項に係る本件写真の翻案権及び同一性保持権に基づ

く本件写真の翻案の差止請求，展示権及び公表権に基づく，本件写真を翻案して制

作される絵画の展示及び譲渡の差止請求には理由がない。 

(2) 請求の趣旨第２項，第３項に係る請求について 

ア 被告は，本件写真の二次的著作物である本件絵画のうち，本件絵画①，④を

なお販売未了状態で保管しているから，展示のおそれが認められ，したがって，展

示権及び公表権に基づくその展示及び譲渡の差止請求並びに廃棄請求には理由があ

る（譲渡の差止請求は，著作権法１１２条２項の侵害の予防に必要な措置として理

由があるものと認める。）。 

イ 他方，被告は，本件写真の二次的著作物である本件絵画のうち，本件絵画②，

③を既に売却し，その管理下に置いていないから，展示権及び公表権に基づくその

展示及び譲渡の差止請求並びに廃棄請求に理由はない。 

５ 争点(4)（被告は本件写真の著作権及び著作者人格権侵害について故意又は

過失があるか。）について  
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 原告は，本件写真の著作権及び著作者人格権侵害につき，被告には故意があり，

そうでなくとも過失がある旨主張する。 

被告本人尋問の結果によれば，被告は，Ｐ３から交付を受けた本件写真が，Ｐ３

以外の第三者が撮影したものとの認識があったことが認められる一方，Ｐ３から絵

画制作の資料として交付されたものである以上，当然，本件写真を利用して絵画制

作をすることが許されているものと考えていたことも認められるから，被告が故意

で本件著作権侵害行為に及んだと認められないことは明らかである。 

ただＰ３が保有している写真であるからといって，これによる絵画制作をするこ

とを許す権限をＰ３が有しているとの認識は何ら具体的根拠に基づくものではない

し，上記３で検討したように，原告が被告に対して著作権を行使できないとする被

告主張はいずれも採用できないから，被告がこれらの事実関係から本件写真を絵画

制作に用いることが許されていると考えていたとしても客観的根拠を欠くものとい

わなければならない。 

そして，被告自身，その尋問結果によれば市販の写真集掲載の写真を利用した絵

画制作が許されない程度の著作権についての理解があったというのであるから，Ｐ

３から何ら説明や注意を受けることなく本件写真の交付を受けたとしても，その利

用に当たり，本件写真撮影者との関係で問題がないかについて調査確認すべきこと

に思い至ることはさほど難しいことはでなかったはずといえる。 

したがって，被告は，本件写真がＰ３の撮影に係る写真ではないことを認識しな

がら，漫然とこれを受領し，その著作権及び著作者人格権侵害に及ぶ利用の可否に

ついて全く調査確認しようとしなかった点に注意義務違反があるといわなければな

らないから，本件写真の著作権及び著作者人格権侵害について過失があるというべ

きである。 

６ 争点(5)（原告の受けた損害の額）について 

(1) 著作権侵害による逸失利益について  

 原告は，被告による本件絵画の制作及びその展示の結果，本件写真を用いて絵画
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制作をして販売することができなくなったとして，制作し販売し得たはずの絵画の

販売価格を前提に，制作販売機会喪失による逸失利益を損害として主張している。 

 しかしながら，制作済みの絵画が販売できなかったというのではなく，せいぜい

その前段階である制作に着手していたにすぎないというのであるから，制作完成後

は絵画が確実に販売される見込みが高かったとしても，そのような損害は写真の著

作権侵害から通常生ずべき損害とはいえず，特別の事情による損害というべきであ

る。 

そして，本件写真はＰ３が絵画制作の資料として保有されていたもので，Ｐ３の

健康に問題がなければ，そのように用いられるはずであったことからすると，その

Ｐ３が絵画制作を断念してその保有写真を被告に交付したという本件の事情のもと

では，その写真の撮影者がなお本件写真を別に保有しており，これを用いて絵画を

制作して販売するだろうことは一般に予見し難いといわなければならず，そうであ

れば，そのような経緯を前提に初めて生じ得る原告主張の損害は，本件写真の著作

権侵害と相当因果関係のある損害と認めることはできないというほかない。 

 したがって，本件の事実関係のもとでは，本件写真の著作権侵害による損害の額

は，被告による本件絵画の制作によって，本件写真を展示販売する絵画制作に用い

ることができなくなったという価値減損の限度で認定するのが相当であるところ，

本件写真①ないし③を用いて制作された本件絵画①ないし③は，いずれも１７万円

の販売価額とされていたというだけでなく，本件写真③は，日本画家である被告に

とって重要な展覧会であると考えられるＳ２のＳ４の展示作品の題材として用いら

れたことからすると，本件写真の絵画の題材としての価値は少なくとも１枚当たり

５万円と認定するのが相当であり，したがって，著作権侵害によりその価値が失わ

れ，その限度で原告の損害が生じたというべきである。 

(2) 著作者人格権侵害による慰謝料 

 同一性保持権侵害が問題となるべき，被告によりなされた本件写真についての改

変の内容，程度は，上記２(1)のとおりであり，また公表権侵害の点については，
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別紙展覧会目録記載の各展覧会という限られた機会における公表だけが問題となる。 

そして，本件問題発覚後の被告の対応等，本件訴訟に現れた一切の事情を総合考

慮すると，著作者人格権侵害によって原告に生じた精神的損害を慰謝するに必要な

慰謝料の額は，２０万円と認めるのが相当である。 

(3) 過失相殺の主張について 

本件の問題が起きた遠因には，原告が自らの著作物である本件写真をＰ３に交付

したことにあるといえるが，Ｐ３が絵画制作を続ける限り，これらの写真が被告に

交付されることはそもそも起きなかったはずであるから，Ｐ３が絵画制作を断念す

るだけでなく，不要となった本件写真を，第三者に絵画制作の資料として交付して

しまうことは，原告の予想外の出来事であったといえる。また，そもそも原告がＰ

３に対して本件写真を含む写真を多数交付したのは目を患ったＰ３の絵画制作を援

助するためであって，そのことはＰ３も理解していたはずであるから，その写真を

第三者の絵画制作に利用させることが原告との関係で許されていたわけでないとい

う理解を原告がＰ３に期待することが不合理なこととはいえない。 

そうすると，原告にとって，Ｐ３が第三者に対し，第三者の絵画制作の資料とし

て自由に利用できるような誤解を与えて交付することは，全く予想外の出来事であ

って，原告に，そのことを予想して本件写真の交付を避けたり，写真を交付するに

しても特別な注意をＰ３に与えておいたりすべきであったとはいえない。 

要するに本件問題は，Ｐ３と被告の過失が競合して起きた問題であって，そこに

原告の過失があったということはできないから，被告の著作権侵害行為による損害

賠償の額を定める当たり，原告に考慮すべき過失があるようにいう被告の主張は，

失当であって採用できない。 

(4) 弁護士費用相当の損害額 

本件事案に鑑み，本件と因果関係のある弁護士費用相当の損害額は，５万円が相

当である。 

 (5) 以上によれば，原告の被告に対する著作権侵害及び著作者人格権侵害を理由
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とする損害賠償請求は，合計４０万円及びこれに対する不法行為の後の日である平

成２６年４月９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支

払を求める限度で理由がある。 

７ 結語  

以上の次第で，原告の請求は，その理由がある限度で認容することとし，その余

は理由がないから棄却することとし，訴訟費用の負担につき民事訴訟法６１条，６

４条を，仮執行宣言につき同法２５９条１項を適用し，ただし主文第２項に係る仮

執行宣言は相当ではないからこれを付さないこととして，主文のとおり判決する。 
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